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 この浸⽔想定図は、愛媛県が作成した図⾯を新居浜市危機管理課で市域を抜粋し、市⺠への周知の為の
資料として作成したものです。
【新居浜市危機管理課】        電話番号：0897-65-1282 FAX番号：0897-33-5180

 原図は、愛媛県 https://www.pref.ehime.jp/h40600/suibou/kouzui-sinsuisouteikuikizu-itiran.html
【お問い合わせ】土木部河川課 防災係  電話番号：089-912-2672 FAX番号：089-948-1475
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新居浜市地域防災計画の沿革 

 作成・修正年度 作 成 ・ 修 正 概 要  
作   成 

（Ｓ38.10.１） 

 １ 計画の策定 

     災害応急対策計画を主眼として作成した。 

修   正 

（Ｓ47.８.１） 

 １ 災害予防計画について、具体的な計画を策定した。 

 

修   正 

（Ｓ56.８.１） 

 １ 予防計画として、地すべり・山くずれ・がけくずれ災害予防計 

  画、林野火災予防計画、防災のための調査研究計画を追加した。 

 ２ 災害応急対策計画について、交通応急対策計画、流出油災害対 

  策計画、海上災害対策計画、相互応援協力計画、自衛隊派遣要請 

  計画を追加した。 

修   正 

（Ｓ58.８.１） 

 １ 字句修正、資料改正 

修   正 

（Ｓ60.８.１） 

 １ 字句修正、資料改正 

修   正 

（Ｓ62.８.１） 

 １ 地震災害応急対策計画を追加した。 

 ２ 現行の組織所掌事務に合致するよう修正した。 

 ３ 現行に即した字句及び数字に修正した。 

修   正 

（Ｈ元.10.11） 

 １ 全面的な修正 

修   正 

（Ｈ４.11.30） 

 １ 現行の組織所掌事務に合致するよう修正した。 

 ２ 字句修正、資料改正 

 

 

修   正 

（Ｈ７.３.31） 

 １ 災害応急対策計画について、既往地震災害、地震想定、石油コ 

  ンビナート計画を追加した。 

 ２ 地震災害対策計画の初動体制を強化した。 

 ３ 消防計画のなかに、自然水利等一覧表を追加した。 

 ４ 現行の組織所掌事務に合致するように修正した。 

 ５ 字句修正、資料改正 

 

 

修   正 

（Ｈ10.３.31） 

 １ 防災アセスメント調査（平成７、８年度）を実施し調査結果をもとに

全面修正を行った。（防災ビジョンの設定、地震被害の想定、職員の動

員配備体制（初動体制）、情報連絡、伝達体制の強化、ボランティア活

動対策、災害弱者対策の整備、自主防災組織の育成対策、海上災害対策

の強化、復旧計画・復興計画の充実） 

   ２ 地域防災計画を「風水害等対策編」、「震災対策編」、「資料 

  編」の３分冊とした。 
 

  

修   正 

（Ｈ17. 3.31） 

 １ 東南海・南海地震防災対策推進計画を追加した。 

 ２ 別子山地区の災害対策を追加した。 

 ３ 愛媛県地域防災計画との整合を図った。 

 ４ 現行の組織所掌事務に合致するよう修正した。 

 

  

 

 

修   正 

（Ｈ25. 3.31） 

１ 愛媛県防災対策基本条例に関する内容を追加した。 

２ 企業の防災対策及び業務継続計画に関する内容を追加した。 

３ 土砂災害警戒区域及び国領川浸水想定区域の警戒避難体制等を追加し

た。 

４ 防災行政無線の整備に伴い情報伝達体制を修正した。 

５ 津波災害対策編を新設するとともに、東日本大震災を踏まえた地震・津

波対策の強化、女性ニーズへの配慮等を追加した。 

６ 津波避難場所、福祉避難所等に関する避難計画を修正した。 

７ 石油コンビナート、危険物施設の安全確保について修正した。 

 

 

修   正 

（Ｈ28. 3.31） 

１ 災害対策基本法の改正内容、防災基本計画修正、愛媛県地域防災計画

修正を反映した。 

２ 愛媛県地震被害想定調査報告を反映した。 

３ 避難勧告等の判断基準の変更内容を反映した。 

４ 南海トラフ地震防災対策推進計画を策定した。 

 



 

 
- 867 - 

 

修   正 

（Ｒ３.３.31） 

１ 災害対策基本法及び水防法の改正内容並びに防災基本計画修正及び愛

媛県地域防災計画修正を反映した。 

２ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土

強靱化基本法に基づく新居浜市国土強靱化地域計画を明記した。 

３ 新型コロナウイルスの感染対策の観点を取り入れた防災対策や、避難所

の過密抑制について変更した。 

４ 避難行動等を支援する防災情報の提供について、５段階の警報レベルで

の防災情報の提供を反映した。 

５ 消防防災合同庁舎及び防災センターの開設、危機管理体制の見直しを反

映した。 

 

 

修   正 

（Ｒ４.３.31） 

１ 災害対策基本法の改正内容及び防災基本計画修正並びに愛媛県地域防

災計画修正を反映した。 

２ 避難勧告・避難指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行う

こととし、避難情報のあり方の包括的な見直しを反映した。 

３ 避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計

画について、市に作成を努力義務化されたことを明記した。 

４ 市長が居住者等を安全な他の市町村に避難（広域避難）させるに当たっ

て、必要となる市町村間の協議を可能とするための規定等の措置を反映し

た。 

５ 避難所の健康管理、避難所の衛生管理や適切な空間の確保等について、

新型コロナウイルス等感染症対策を踏まえ修正した。 

 

 



 

 

 


